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(57)【要約】
【課題】装置を信頼性の高いものとするとともに、合理
的で無駄のないクリーニングを自動的に行えるエアフィ
ルタ装置を提供する。
【解決手段】エアフィルタ装置において、制御手段が、
吸引ノズルの左右移動及び横梁部材の上昇移動に伴って
塵埃の吸引除去を実行する吸引除去制御を実行した後、
上昇移動用駆動手段による横梁部材の上下方向位置保持
を解除して、横梁部材をケーシングの最下部に移動させ
る横梁復帰制御を実行するように構成されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシングに固定された集塵フィルタに付着した塵埃を吸込み口から吸引除去する吸引
ノズルと、
　前記吸引ノズルを左右方向に移動自在に保持し且つ前記ケーシングの上下方向に移動自
在に保持される横梁部材と、
　前記吸引ノズルを左右方向に移動操作する左右移動用駆動手段と、
　前記横梁部材を上方向に移動操作する上昇移動用駆動手段と、
　前記左右移動用駆動手段にて前記吸引ノズルを左右方向に往復移動させ、且つ、前記上
昇移動用駆動手段にて前記横梁部材を上方向に移動させて前記塵埃の吸引除去を実行させ
る制御手段とが設けられ、
　前記制御手段が、
　前記吸引ノズルの左右移動及び前記横梁部材の上昇移動に伴って前記塵埃の吸引除去を
実行する吸引除去制御を実行した後、前記上昇移動用駆動手段による前記横梁部材の上下
方向位置保持を解除して、前記横梁部材を前記ケーシングの最下部に移動させる横梁復帰
制御を実行するエアフィルタ装置。
【請求項２】
　前記制御手段が前記吸引除去制御において、前記左右移動用駆動手段により前記吸引ノ
ズルを前記横梁部材に沿って、起点から前記集塵フィルタの左右端の一方を経て前記起点
に戻り、当該起点から前記左右端の他方を経て当該起点に戻るように左右移動させ、その
後、前記上昇移動用駆動手段により前記横梁部材を上昇移動させる制御を繰り返し実行す
る請求項１に記載のエアフィルタ装置。
【請求項３】
　前記横梁部材の上昇移動による前記吸引ノズルの上昇移動に関し、上昇移動前の前記吸
引ノズルの吸引領域と上昇移動後の前記吸引ノズルの吸引領域とに重複する領域を有する
請求項１又は２に記載のエアフィルタ装置。
【請求項４】
　前記左右移動用駆動手段が、少なくとも横送りモータと、その横送りモータにて循環駆
動される左右移動用ローラチェーンとを備えて構成され、且つ、前記上昇移動用駆動手段
が、少なくとも縦送りモータと、その縦送りモータにて循環駆動される昇降用ローラチェ
ーンとを備えて構成されている請求項１～３のいずれか１項に記載のエアフィルタ装置。
【請求項５】
　前記上昇移動用駆動手段が、前記横梁部材の一端側に係合されて前記横梁部材を上下駆
動し、且つ、前記横梁部材の他端側には、前記上昇移動用駆動手段による前記横梁部材の
上下駆動と釣り合いをとるカウンターウェイト機構が設けられている請求項１～４のいず
れか１項に記載のエアフィルタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーシングに固定された集塵フィルタに付着した塵埃を吸込み口から吸引除
去する吸引ノズルを、左右方向、及び、上方向に移動させて、前記塵埃の吸引除去を実行
するエアフィルタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ビルや地下鉄、工場などの空調用に、集塵フィルタに付着した塵埃を吸引ノズル
で自動的に吸引除去（以降清掃と称する場合がある）するようにした自動クリーニング機
能付エアフィルタ装置が広く利用されている（例えば、特許文献１参照）。
　このようなエアフィルタ装置は、集塵フィルタの洗浄・交換等の保守作業の必要がなく
、集塵フィルタが塵埃の付着量が少ない状態に常時保たれるため、塵埃の捕集効率が安定
するという利点がある。
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【０００３】
　例えば、特許文献１に開示のエアフィルタ装置は、正面視四角形のケーシングと、ケー
シングの中央開口部に組み付けられる集塵フィルタと、ケーシングの左右両側部に配され
る昇降ガイドレールに沿って案内される横梁部材と、横梁部材を昇降駆動する昇降移動用
駆動手段と、集塵フィルタに吸込み口を臨ませた状態で左右方向に移動自在な状態で横梁
部材に保持される吸引ノズルと、横梁部材に内設され、吸引ノズルを左右方向に往復駆動
する左右移動用駆動手段と、昇降移動用駆動手段と左右移動用駆動手段との作動を制御す
る制御手段とを備えて構成されている。
【０００４】
　そして、吸引ノズルがフレキシブルホースや配管継手等を介して吸引装置に接続されて
おり、この吸引装置が作動している状態で、上記エアフィルタ装置が吸引ノズルを左右移
動用駆動手段にて左右方向に移動させ、且つ、昇降移動用駆動手段にて上下方向に移動さ
せることにより、集塵フィルタに付着した塵埃を除去して、この集塵フィルタを清掃でき
るように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２６１４５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなエアフィルタ装置は、例えば、吸引装置の作動音が大きいこと等の理由によ
り、工場や地下鉄等の操業が停止している間（例えば夜間等）に清掃を実行することが多
い。従って、装置を信頼性の高いものとするとともに、合理的で無駄のないクリーニング
を自動的に行えるエアフィルタ装置とする必要がある。
【０００７】
〔信頼性の確保〕
　例えば、集塵フィルタの全面を清掃しながらその清掃時間を極力短くするために、エア
フィルタ装置に吸引ノズルの位置を検出するセンサ類（例えば、リミットスイッチやエン
コーダ等）を設け、このセンサ類により吸引ノズルの現在位置を検出して、集塵フィルタ
における一つの角部をクリーニングの開始位置としその対角となる角部がクリーニングの
終了位置となるように、吸引ノズルを移動操作する構成が考えられる。

しかしながら、エアフィルタ装置の内部は塵埃がたまり易いものであるため、センサ類に
塵埃が堆積或いは付着して吸引ノズルの現在の位置の正確な検出が困難となり易く、また
、それらを補修する等のメンテナンスも必要となる等、使い勝手の悪いものとなる。
【０００８】
〔無駄のないクリーニング〕
　また、例えば、エアフィルタ装置に上記のようなセンサ類を使用せず、タイマによって
吸引ノズルが左右移動に要する時間と上下移動に要する時間とを管理して、集塵フィルタ
の全面を清掃するに要する所定時間の間、吸引ノズルを左右及び上下に移動操作するよう
にして、集塵フィルタを清掃する構成を採用することも考えられている。
　しかしながら、エアフィルタ装置をそのように構成した場合、吸引ノズルの現在の位置
を把握することが困難となり、吸引ノズルの移動の開始位置及び終了位置を特定すること
ができず、以下のような問題を生じるおそれがある。
【０００９】
　上記所定時間としての集塵フィルタ１０３の全面をクリーニングするのに必要な時間を
単位クリーニングの時間とすると、その最小時間は、吸引ノズルを左右方向でフィルタ１
０３の片側端から反対側端まで（例えば左側端から右側端まで）、つまり左右方向に片道
分の距離の移動操作をし、その左右方向の移動操作の後に、吸引ノズルを所定の高さ移動
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させることを順次繰り返しながら、吸引ノズルをフィルタ１０３の上下方向の片側端から
反対側端まで（例えば下端から上端まで）、つまり上下方向に片道分の距離の移動操作を
して、集塵フィルタ１０３を清掃するのに要する時間である。
　このように移動操作する場合において、図６（ａ）に示すように、集塵フィルタ１０３
の最上部あるいは最下部から離れた開始位置（図６（ａ）におけるＳの位置）からクリー
ニングを開始する形態で、集塵フィルタ１０３の最上部方向に上記最小時間だけクリーニ
ングした場合、集塵フィルタ１０３の全面（特に、開始位置Ｓよりも下部領域の集塵フィ
ルタ１０３）をクリーニングできないものとなる。尚、図６（ａ）では集塵フィルタ１０
３の左右方向の端部から離れた位置からクリーニングを開始しているが、吸引ノズルを左
右方向で片道分の距離だけ移動操作させる場合には、さらに左右方向においてもクリーニ
ングされていない部分が残るものとなる。
　一方、単位クリーニングの時間を上記最小時間の２倍の時間として、この最小時間の２
倍の時間の間クリーニングした場合、吸引ノズルは左右方向に片道分、且つ、上下方向に
往復分の移動操作をすることとなり、図６（ｂ）に示すように、集塵フィルタ１０３の上
下方向にて全面のクリーニングを行うことができるものの、クリーニングの完了に長い時
間を要するものとなる。
　ここで、吸引ノズルを、集塵フィルタ１０３の左右方向で往復分の距離だけ移動操作さ
せ、且つ、集塵フィルタ１０３の上下方向で往復分の距離だけ移動操作させるようにすれ
ば、集塵フィルタ１０３の全面を漏れなくクリーニングできるものとなるが、この場合、
単位クリーニングの時間として上記最小時間の４倍の時間を要することとなり、クリーニ
ングの完了にさらに長い時間を要するものとなる。
【００１０】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、装置を信頼性の高い
ものとするとともに、合理的で無駄のないクリーニングを自動的に行えるエアフィルタ装
置を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するための本発明に係るエアフィルタ装置の
特徴構成は、ケーシングに固定された集塵フィルタに付着した塵埃を吸込み口から吸引除
去する吸引ノズルと、前記吸引ノズルを左右方向に移動自在に保持し且つ前記ケーシング
の上下方向に移動自在に保持される横梁部材と、前記吸引ノズルを左右方向に移動操作す
る左右移動用駆動手段と、前記横梁部材を上方向に移動操作する上昇移動用駆動手段と、
前記左右移動用駆動手段にて前記吸引ノズルを左右方向に往復移動させ、且つ、前記上昇
移動用駆動手段にて前記横梁部材を上方向に移動させて前記塵埃の吸引除去を実行させる
制御手段とが設けられ、
　前記制御手段が、前記吸引ノズルの左右移動及び前記横梁部材の上昇移動に伴って前記
塵埃の吸引除去を実行する吸引除去制御を実行した後、前記上昇移動用駆動手段による前
記横梁部材の上下方向位置保持を解除して、前記横梁部材を前記ケーシングの最下部に移
動させる横梁復帰制御を実行する点にある。
【００１２】
　上記特徴構成によれば、吸引ノズルの左右移動及び横梁部材の上昇移動に伴って塵埃の
吸引除去を実行する吸引除去制御を実行した後、上昇移動用駆動手段による横梁部材の上
下方向位置保持を解除する事によって、横梁部材は例えば自重によりケーシングの最下部
、つまり、集塵フィルタの最下部に移動する。すなわち、塵埃の吸引除去が終了したとき
には、その都度、横梁部材に保持された吸引ノズルは集塵フィルタの最下部に移動される
こととなり、その集塵フィルタの最下部にて、次の清掃に備えて待機する状態となる。
【００１３】
　そして、次回の清掃においては、常に集塵フィルタの最下部から吸引ノズルの上昇移動
を開始させることとなるので、吸引ノズルが集塵フィルタの最下部から最上部まで移動す
るために必要な最小限の時間（少なくとも上下方向の移動に関し片道分の時間）である単
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位クリーニングの時間だけ吸引ノズルによる清掃を実行することにより、集塵フィルタを
清掃することができることとなる。
　従って、吸引ノズルの位置を検出するセンサを使わない構成としながらも、極力短い時
間で集塵フィルタ全面を清掃することが可能となるエアフィルタ装置を提供することがで
き、信頼性が高く、且つ、合理的で無駄のないクリーニングを自動的に行えるエアフィル
タ装置が得られるものとなった。
【００１４】
　本発明に係るエアフィルタ装置の更なる特徴構成は、前記制御手段が前記吸引除去制御
において、前記左右移動用駆動手段により前記吸引ノズルを前記横梁部材に沿って、起点
から前記集塵フィルタの左右端の一方を経て前記起点に戻り、当該起点から前記左右端の
他方を経て当該起点に戻るように左右移動させ、その後、前記上昇移動用駆動手段により
前記横梁部材を上昇移動させる制御を繰り返し実行するように構成されている点にある。
【００１５】
　上記特徴構成によれば、制御手段が吸引除去制御において、左右移動用駆動手段により
吸引ノズルを横梁部材に沿って、起点から集塵フィルタの左右端の一方を経て起点に戻り
、当該起点から左右端の他方を経て当該起点に戻るように左右移動させ、その後、上昇移
動用駆動手段により横梁部材を上昇移動させるものであるから、集塵フィルタの最下部か
ら最上部までにおける左端から右端に亘って、全面をほとんど漏れのない状態で確実に清
掃を行うことができるものとなった。
【００１６】
　本発明に係るエアフィルタ装置の更なる特徴構成は、前記横梁部材の上昇移動による前
記吸引ノズルの上昇移動に関し、上昇移動前の前記吸引ノズルの吸引領域と上昇移動後の
前記吸引ノズルの吸引領域とに重複する領域を有する点にある。
【００１７】
　上記特徴構成によれば、横梁部材の上昇移動による吸引ノズルの上昇移動に関し、上昇
移動前の吸引ノズルの吸引領域と上昇移動後の吸引ノズルの吸引領域とに重複する領域を
有する、すなわち、上昇移動前に吸引ノズルが、左右移動用駆動手段による左右移動によ
って集塵フィルタを清掃した領域の上端部分と、上昇移動後に吸引ノズルが、左右移動用
駆動手段による左右移動によって集塵フィルタを清掃した領域の下端部分とに重複する領
域を有することになる。
　従って、横梁部材の上昇移動による吸引ノズルの上昇移動を実行した場合であっても、
その上昇移動前後の集塵フィルタの清掃領域に漏れのない状態で、確実に清掃を行うこと
ができるものとなった。
【００１８】
　本発明に係るエアフィルタ装置の更なる特徴構成は、前記左右移動用駆動手段が、少な
くとも横送りモータと、その横送りモータにて循環駆動される左右移動用ローラチェーン
とを備えて構成され、且つ、前記上昇移動用駆動手段が、少なくとも縦送りモータと、そ
の縦送りモータにて循環駆動される昇降用ローラチェーンとを備えて構成されている点に
ある。
【００１９】
　上記特徴構成によれば、左右移動用駆動手段が、少なくとも横送りモータとその横送り
モータにて循環駆動される左右移動用ローラチェーンとを備えるものであるので、横送り
モータで回転駆動されるスプロケットと左右移動用ローラチェーンとの噛み合いによって
、滑りのない状態で確実に左右移動用駆動手段を駆動することが可能となる。同様に、上
昇移動用駆動手段が、少なくとも縦送りモータとその縦送りモータにて循環駆動される昇
降用ローラチェーンとを備えるものであるので、縦送りモータで回転駆動されるスプロケ
ットと昇降用ローラチェーンとの噛み合いによって、滑りのない状態で確実に上昇移動用
駆動手段を駆動することが可能となる。
　つまり、本発明のエアフィルタ装置の置かれる環境においては、塵埃が蓄積し易く、プ
ーリとベルトを使用するような構成では、そのプーリとベルトの間に塵埃を挟みこんで滑
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りが発生したり、ベルトが脱落するような状態が発生し得るのであるが、ローラチェーン
を用いる構成とすることによって、そのような滑りや脱落を抑制する状態で、横送りモー
タ及び縦送りモータの回転を確実に横梁部材及び吸引ノズルの上昇移行および左右移動に
用いることができるものとなる。よって、エアフィルタ装置内において塵埃が存在する場
合であっても、吸引ノズルの移動を確実に行うことが可能となった。
【００２０】
　本発明に係るエアフィルタ装置の更なる特徴構成は、前記上昇移動用駆動手段が、前記
横梁部材の一端側に係合されて前記横梁部材を上下駆動し、且つ、前記横梁部材の他端側
には、前記上昇移動用駆動手段による前記横梁部材の上下駆動と釣り合いをとるカウンタ
ーウェイト機構が設けられている点にある。
【００２１】
　上記特徴構成によれば、上昇移動用駆動手段が、横梁部材の一端側に係合されて横梁部
材を上下駆動し、且つ、横梁部材の他端側に設けられたカウンターウェイト機構によって
、横梁部材の上下移動と釣合を取るものであるので、上昇移動用駆動手段を横梁部材の一
端側のみに設ける簡易な構成としながらも、横梁部材を安定して上下移動させることがで
きるものとなった。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態における集塵フィルタ再生式エアフィルタ装置を示す正面
図
【図２】上昇移動用駆動手段による横梁部材の上昇移動を説明する図
【図３】左右移動用駆動手段による吸引ノズルの左右移動を説明する図
【図４】本発明における吸引ノズルの移動状態を示す模式図
【図５】本発明の第２実施形態における集塵フィルタ再生式エアフィルタ装置を示す正面
図
【図６】従来の方式における吸引ノズルの移動状態を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
〔第１実施形態〕
　本発明の第１実施形態について図面に基づいて説明する。
　図１に示す集塵フィルタ再生式エアフィルタ装置１（エアフィルタ装置の一例、以下、
本装置１という場合がある）は、正面視四角枠状のケーシング２と、ケーシング２の中央
開口部に固定される集塵フィルタ３と、ケーシング２の左右両側部に配される昇降ガイド
レール（図示せず）に沿って案内される横梁部材４と、横梁部材４を上方向に移動操作す
る上昇移動用駆動手段５と、集塵フィルタ３に吸込み口を臨ませた状態で左右方向に移動
自在に横梁部材４に保持され、集塵フィルタ３に付着した塵埃を吸込み口から吸引除去す
る吸引ノズル６と、横梁部材４に内設され、吸引ノズル６を左右方向に移動操作する左右
移動用駆動手段７と、左右移動用駆動手段７にて吸引ノズル６を左右方向に往復移動させ
、且つ、上昇移動用駆動手段５にて横梁部材４を上方向に移動させて塵埃の吸引除去制御
を実行させる制御手段Ｈ（図示せず）と、を備えて構成されている。
【００２４】
　この本装置１においては、吸引ノズル６がフレキシブルホースや配管継手等を介して吸
引装置（図示せず）に接続されており、制御手段Ｈが、この吸引装置を作動させながら上
昇移動用駆動手段５及び左右移動用駆動手段７の協働にて吸引ノズル６を上下左右に移動
させることにより、集塵フィルタ３に付着した塵埃を集塵フィルタ３の全面に亘って吸引
除去（以降、清掃と称することがある）することができるようになっている。
【００２５】
（上下移動のための機構）
　図１及び図２に示すように、上昇移動用駆動手段５は、電動機と減速機とが一体的に組
み合わされ且つブレーキ機能を備える駆動源としての縦送りモータ５０と、ケーシング２
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の右側部に設けられる昇降移動用チェーン伝動機構１０と、ケーシング２の左側部に設け
られる昇降移動用チェーン伝動機構１０’と、昇降移動用チェーン伝動機構１０と１０’
との間で縦送りモータ５０の回転を伝動する左右間チェーン伝動機構９とを備えて構成さ
れている。
【００２６】
　縦送りモータ５０は、例えば電磁ブレーキ付の電動機を備えて構成され、後述するよう
に、電動機を作動させることによって横梁部材４を上昇移動させる。また、その電磁ブレ
ーキを作動させることによって横梁部材４を必要な位置に停止させ、横梁部材４の上下方
向位置を保持可能に構成されている。さらに、電動機の作動を停止させ且つ電磁ブレーキ
の作動を停止することによって、横梁部材４の上下方向位置保持を解除し、横梁部材４を
その自重により下降移動させることが可能に構成されている。なお、横梁部材４の上下方
向位置保持については、電動機への供給電力を調整して電動機のトルクを横梁部材４の自
重と釣り合わせることによって実現することも可能である。
【００２７】
　図１に示すように、昇降移動用チェーン伝動機構１０は、縦送りモータ５０の回転軸と
一体回転する駆動スプロケット５１と、その駆動スプロケット５１と所定の軸間距離を隔
てて下側に配置される従動スプロケット５２と、これらスプロケット５１，５２に無端状
に巻き掛けられる昇降用ローラチェーン５３とにより構成されている。
【００２８】
　また、左右間チェーン伝動機構９が、縦送りモータ５０の回転軸と一体回転するように
設けられた主伝動スプロケット９１と、その主伝動スプロケット９１と所定の軸間距離を
隔てて左方に配置される従伝動スプロケット９２と、これらスプロケット９１，９２に無
端状に巻き掛けられる伝動用ローラチェーン９３とにより構成されている。
【００２９】
　昇降移動用チェーン伝動機構１０’は、左右間チェーン伝動機構９の従伝動スプロケッ
ト９２の回転軸と一体回転されることによって縦送りモータ５０の回転を伝動される駆動
スプロケット５１’と、その駆動スプロケット５１’と所定の軸間距離を隔てて下側に配
置される従動スプロケット５２’と、これらスプロケット５１’，５２’に無端状に巻き
掛けられる昇降用ローラチェーン５３’とにより構成されている。
【００３０】
　横梁部材４の左右両側部には、左右方向に所要長さの長孔４２，４２’が形成されてな
るガイド部材４１，４１’がそれぞれ固着されている。ガイド部材４１，４１’は、長孔
４２，４２’に係合する滑車とその滑車を回転自在に支承する支承ピンとから構成される
支承機構５４，５４’を介して、昇降用ローラチェーン５３，５３’のリンクのうちの１
つに連結されている。
【００３１】
　図２に昇降移動用チェーン伝動機構１０の動作を示す。図示は省略するが、昇降移動用
チェーン伝動機構１０’の動作も同様である。上昇移動においては、駆動スプロケット５
１，５１’が縦送りモータ５０により一方向（図２（ａ）中の実線矢印方向）に回転駆動
され、これにより昇降用ローラチェーン５３，５３’が一方向に周回運動される。
昇降用ローラチェーン５３，５３’の周回運動において、支承機構５４，５４’が駆動ス
プロケット５１，５１’又は従動スプロケット５２，５２’を通過する際には、支承機構
５４，５４’の滑車がガイド部材４１，４１’の長孔４２、４２’に沿って左右方向にス
ライドして支承機構５４，５４’の進行方向が反転される。
　横梁部材４を上昇移動させるときには、上記のように縦送りモータ５０を回転駆動する
ことにより、ガイド部材４１，４１’、及び、そのガイド部材４１，４１’に固着された
横梁部材４は、図２（ａ）の白抜き矢印の方向に移動されることとなる。
　また、横梁部材４を下降移動させるときには、縦送りモータ５０の電動機の作動を停止
させ且つ電磁ブレーキの作動を停止することによって、横梁部材４の上下方向位置保持を
解除する。これにより、横梁部材４は自重により下降移動を行い、図２（ｂ）の白抜き矢
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印の方向に移動されることとなる。尚、このとき、横梁部材４の下降移動は縦送りモータ
５０の減速機の作用により急激な移動が制限され、安全な速度でケーシング２の最下部ま
で下降することとなる。
　したがって、横梁部材４は縦送りモータ５０の回転駆動により、少なくとも上昇方向に
移動可能に構成されている。
【００３２】
（左右移動のための機構）
　図１に示すように、左右移動用駆動手段７は、電動機と減速機とが一体的に組み合わさ
れてなる駆動源としての横送りモータ７０と、横梁部材４に内設されて設けられる左右移
動用チェーン伝動機構１１とを備えて構成されている。
【００３３】
　横送りモータ７０は、電動機を作動させることによって吸引ノズル６を保持する吸引ノ
ズル保持部６０を左右移動させる。また、電動機の作動を停止させることによって吸引ノ
ズル保持部６０の移動を停止させるように構成されている。なお、この電動機に、例えば
電磁ブレーキ等を設けて吸引ノズル保持部６０を停止させるように構成してもよい。
【００３４】
　左右移動用チェーン伝動機構１１は、横送りモータ７０の回転軸と一体回転する駆動ス
プロケット７１と、この駆動スプロケット７１に対し所定の軸間距離を隔てて左方に配置
される従動スプロケット７２と、これらスプロケット７１、７２に無端状に巻き掛けられ
る左右移動用ローラチェーン７３とにより構成されている。
【００３５】
　横梁部材４には、上下方向に所要長さの長孔６２が形成されてなるガイド部材６１が横
梁部材４の長手方向にスライド可能な状態で保持され、その下部には、吸引ノズル６を保
持する吸引ノズル保持部６０が固着されている。ガイド部材６１は、長孔６２に係合する
滑車とその滑車を回転自在に支承する支承ピンとから構成される支承機構７４を介して、
左右移動用ローラチェーン７３のリンクのうちの１つに連結されている。
　吸引ノズル６は、集塵フィルタ３にその吸込み口（本実施形態では円形に形成されてい
るが、その他の形状でもよい）を対向させる状態で設けられている。そして、吸引装置を
作動させることによって、その吸込み口が集塵フィルタ３に対向している領域の塵埃を吸
引する。したがって、集塵フィルタ３における吸引ノズル６が対向する領域が吸引領域と
なる。
【００３６】
　図３に示すように、左右移動用駆動手段７においては、駆動スプロケット７１が横送り
モータ７０により一方向（例えば、図３（ａ）（ｂ）中の実線矢印方向）に回転駆動され
、これにより左右移動用ローラチェーン７３が一方向に周回運動される。左右移動用ロー
ラチェーン７３の周回運動において、支承機構７４が駆動スプロケット７１又は従動スプ
ロケット７２を通過する際には、滑車がガイド部材６１の長孔６２に沿って上下方向にス
ライドして支承機構７４の進行方向が反転され、ガイド部材６１、及び、そのガイド部材
６１に固着された吸引ノズル保持部６０は、図３（ａ）（ｂ）の白抜き矢印の方向に移動
されることとなる。このように、ガイド部材６１及び支承機構７４は、支承機構７４の各
支承ピンが駆動スプロケット７１及び従動スプロケット７２を通過する際に、ノズル保持
部６０の進行方向を反転させる反転機構として機能する。
　したがって、吸引ノズル保持部６０に保持される吸引ノズル６は、横送りモータ７０の
回転駆動により左右方向に移動可能に構成されている。
【００３７】
（吸引除去制御について）
　次に、図４に基づいて、制御手段Ｈによる吸引除去制御の実行について説明する。
　この吸引除去制御は、吸引装置を作動させている状態で、上昇移動用駆動手段５および
左右移動用駆動手段７の作動状態を制御することによって実現される。以降、この吸引除
去制御時には吸引装置を作動させているものとして、上昇移動用駆動手段５および左右移
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動用駆動手段７の制御に関してのみ説明する。
【００３８】
　図４において、清掃開始時の吸引ノズル６の位置を開始位置Ｓ、終了時の吸引ノズル６
の位置を終了位置Ｅで表す。
　清掃の開始が指令され吸引除去制御が開始されると、制御手段Ｈは、縦送りモータ５０
により、横梁部材４の上下方向位置を保持させた状態で、左右移動用ローラチェーン７３
が１周する時間（すなわち、吸引ノズル６が集塵フィルタ３の左右方向で左右端間を一往
復する時間）の間、左右移動用駆動手段５を駆動させる。この時間（以降、左右往復時間
と称する場合がある）は、吸引ノズル６の左右方向の移動速度、集塵フィルタ３の左右方
向の長さ等によって適切に設定され、予め制御手段Ｈの記憶部（図示せず）に記憶されて
いる。これによって、吸引ノズル６は、横梁部材４に沿って起点Ｓ（白丸で表す）から集
塵フィルタ３の右端を経て当該起点に戻り、当該起点から左端を経て当該起点（黒丸で表
す）に戻るように横梁部材４に沿って左右移動する状態で清掃を実行（以降、左右方向清
掃処理と称することがある）し、吸引ノズル６の吸引領域は、上下方向位置が保持された
高さ位置において集塵フィルタ３の左右に亘って漏れの無いものとなる。なお、この１回
の左右方向移動において、図４中の白丸と黒丸は同一の位置である。
【００３９】
　その後、制御手段Ｈは、縦送りモータ５０を駆動させることによって、横梁部材４を上
昇移動させる制御を実行する（図４中の黒丸の位置から白丸の位置への上昇移動）。この
上昇移動距離（図４中の黒丸の位置から白丸の位置への移動距離）は、吸引ノズル６の吸
引領域の上下方向距離よりも短く設定されている。例えば、上昇移動距離は、吸引領域の
上下方向距離の半分に設定されている。この上昇移動距離を移動するための制御時間（以
降、上昇移動時間と称する場合がある）は、吸引ノズル６の上方向の移動速度、吸引ノズ
ル６の吸引領域の上下方向の長さ等によって適切に設定され、予め制御手段Ｈの記憶部（
図示せず）に記憶されている。これによって、上昇移動前の吸引ノズル６の吸引領域と上
昇移動後の吸引ノズル６の吸引領域とに重複する領域を有する状態となり、横梁部材４の
上昇移動前の吸引領域と横梁部材４の上昇移動後の吸引領域との間に漏れの無いものとな
る。
【００４０】
　次に、制御手段Ｈは、縦送りモータ５０により、その上昇移動後の横梁部材４の上下方
向位置を保持させた状態で、左右往復時間の間、左右移動用駆動手段５を駆動させて再度
左右方向清掃処理を実行する。そして、この左右方向清掃処理と上昇移動とを、吸引ノズ
ル６が集塵フィルタ３の最下部から最上部に達するまで繰り返す。したがって、集塵フィ
ルタの最下部から最上部までにおける左端から右端に亘って、ほとんど漏れのない状態で
確実に清掃を行うことができるものとなる。
【００４１】
　制御手段Ｈは、集塵フィルタ３の左右方向の長さと上下方向の長さ、並びに、吸引ノズ
ルの左右方向の長さと上下方向の長さとその移動速度等によって規定される、左右方向清
掃処理と上昇移動とを集塵フィルタ３の最下部から最上部まで行うために必要な時間、す
なわち、左右往復時間を左右方向清掃処理を繰り返す回数倍した時間と、上昇移動時間を
上昇移動する回数倍した時間との和の時間を、清掃に要する清掃完了時間として記憶して
いる。つまり、この清掃完了時間が単位クリーニングの時間となる。
【００４２】
　そして、前記清掃完了時間の間、左右移動用駆動手段５の駆動によって吸引ノズル６を
左右方向に移動させて左右方向清掃処理を実行した後、上昇移動用駆動手段７の駆動によ
って吸引ノズル６を上昇移動させる動作を繰り返すことにより、吸引ノズル６を集塵フィ
ルタ３の最下部から最上部（図４においてＳ→Ｅで示す）まで移動させて清掃を行う吸引
除去制御を実行する。
【００４３】
（横梁復帰制御について）
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　制御手段Ｈは、上記のように、吸引ノズル６の左右移動及び横梁部材４の上昇移動に伴
って塵埃の吸引除去を実行する吸引除去制御を実行した後、すなわち、吸引除去制御の開
始から清掃完了時間が経過して、吸引ノズル６が最上部まで清掃を完了したものと判断す
ると、横梁復帰制御を行う。この横梁復帰制御は、縦送りモータ５０の電磁ブレーキを解
除することによって横梁部材４の上下方向位置保持を解除して、横梁部材４をケーシング
２の最下部に移動させる制御である。このとき、横梁部材４はその自重により下降移動を
行う。尚、このとき、横梁部材４の下降移動は縦送りモータ５０の減速機の作用により急
激な移動が制限され、安全な速度でケーシング２の最下部まで下降することとなる。
　このようにして、吸引ノズル６が終了位置Ｅに到達したとき、つまり清掃が完了したと
きには、横梁復帰制御を実行することによって、吸引ノズル６を開始位置Ｓに復帰させる
（図４においてＥ→Ｓで示す）ことができる。
　したがって、清掃が終了する毎に、横梁部材４はケーシング２の最下部まで移動され、
吸引ノズル６は次回の清掃開始までケーシング２の最下部、つまり、集塵フィルタ３の最
下部にて待機する状態となる。これによって、次回の清掃においては、常に集塵フィルタ
３の最下部から吸引ノズル６の上昇移動を開始させることとなるので、清掃完了時間だけ
吸引ノズル６による清掃を実行することにより、集塵フィルタの全面を漏れなく清掃する
ことができるものとなる。
【００４４】
　すなわち、従来の構成においては集塵フィルタ１０３の全面を漏れなく清掃するために
、吸引ノズルを集塵フィルタ１０３の左右方向に往復分の距離で、且つ、上下方向に往復
分の距離を移動操作させる時間、すなわち最小時間の４倍の時間が必要であったのに対し
て、本実施形態においては、吸引ノズル６を集塵フィルタ３の左右方向に往復分の距離で
、且つ、上下方向に片道分の距離を移動操作させる時間、つまり、上記従来の１／２の時
間（最小時間の２倍の時間）で集塵フィルタ３の全面を漏れなく清掃することができるも
のとなる。
　また、従来の構成における、吸引ノズルを集塵フィルタ１０３の左右方向に片道分の距
離で、且つ、上下方向に往復分の距離を移動操作させる構成と比較すると、本実施形態は
その時間としては等しいものであるが、従来の構成においては集塵フィルタ１０３の全面
を清掃できない（例えば、左右方向でクリーニングされていない部分が残る）虞があるの
に対して、本実施形態では集塵フィルタの左右方向及び上下方向における全面を漏れなく
清掃することができるものとなる。
【００４５】
〔第２実施形態〕
　次に本発明の第２実施形態について説明する。
　この第２実施形態は、上昇移動用駆動手段５のうちの一方（本実施形態では左側）の昇
降移動用チェーン伝動機構１０’及び左右間チェーン伝動機構９を省略し、その代わりに
、上昇移動用駆動手段５による横梁部材４の上下駆動と釣り合いをとるカウンターウェイ
ト機構１２が設けられている点で第１実施形態と異なる他は、第１実施形態と同一の構成
であり、この同一の構成については説明を省略する。
　図５に示すように、このカウンターウェイト機構１２は、一端が横梁部材４の左側部に
固着され、他端に錘体５７が固着されたカウンターウェイトチェーン５８と、ケーシング
２の上部に回転自在に固定され、カウンターウェイトチェーン５７が巻き掛けられたスプ
ロケット５６とから構成されている。
【００４６】
　そして、吸引除去制御において、横梁部材４の一端側に固着された上昇移動用駆動手段
５が横梁部材４を上昇移動させるときには、横梁部材４の他端側に係合されたカウンター
ウェイト機構１２が、上昇移動用駆動手段５による横梁部材４の上昇移動に伴って錘体５
７を下降させることにより、横梁部材４の重心を所定の位置に収めるべく釣り合いをとる
ものとなる。
　又、横梁復帰制御が実行されて横梁部材４をその自重により下降させるときには、カウ



(11) JP 2010-201364 A 2010.9.16

10

20

30

40

50

ンターウェイト機構１２が、横梁部材４の下降移動に伴って錘体５７を上昇させることに
より、横梁部材４の重心を所定の位置に収めるべく釣り合いをとるものとなる。
　したがって、昇降移動用チェーン伝動機構１０’及び左右間チェーン伝動機構９を省略
した簡易な構成としながらも、横梁部材を安定して上下移動させることができることとな
る。
【００４７】
〔別実施形態〕
（イ）上記第１及び第２実施形態では、縦送りモータ５０により横梁部材４の上下方向位
置を保持させた状態で、左右移動用ローラチェーン７３が１周する時間、すなわち、吸引
ノズル６が集塵フィルタ３の左右端間を一往復する時間の間、左右移動用駆動手段５を駆
動させるように構成していたが、この構成に限定されるものではない。例えば左右移動用
ローラチェーン７３が１周する時間の半分、すなわち、吸引ノズル６が集塵フィルタ３の
左右方向で左右端間を片道分の距離だけ移動する時間の間、左右移動用駆動手段５を駆動
させるように構成してもよい。
　このように構成した場合、吸引ノズル６が左右方向を移動する時間は、集塵フィルタ３
の左右方向において片道分の時間となり、清掃完了時間は上記第１及び第２実施形態の１
／２となる。
　この清掃完了時間は従来の構成における最小時間と等しいものであるが、従来の構成に
おいては集塵フィルタ１０３の上下方向について清掃されていない部分が残る虞があるも
のとなるのに対して、本別実施形態では集塵フィルタ３の上下方向については最下部から
最上部まで漏れのない状態で清掃できるものとなる。
【００４８】
（ロ）上記第１実施形態では、上昇移動用駆動手段５が、少なくとも縦送りモータ５０と
、その縦送りモータ５０にて循環駆動される昇降用ローラチェーン５３，５３’とを備え
て構成される構成としたが、このような構成に限定されるものではない。すなわち、本発
明において、横梁部材４の上下方向への移動は、吸引除去処理を実行する間ケーシング２
の最下部から最上部まで上昇方向に移動させ、清掃完了時間経過後には、ケーシング２の
最上部からは自重にて下方移動をさせることができればよいのであり、例えば、縦送りモ
ータにて回転駆動される巻き上げドラムと、一端が横梁部材４に固着され且つ他端が前記
巻き上げドラムに巻き付けられる状態に固定されるワイヤロープとによって構成される巻
上機（ウィンチ）によって上昇移動させる構成とすることも可能である。
【００４９】
（ハ）上記第１及び第２実施形態では、電動機と減速機とブレーキとが一体的に組み合わ
されてなる駆動源としての縦送りモータ５０を用いる構成としたが、電動機と減速機とブ
レーキとは別体として構成されるものでもよい。ただし、このとき、それら駆動力或いは
制動力を伝達する部材夫々の間は、塵埃が付着しないように構成すること（たとえばこれ
ら電動機と減速機とブレーキとをケーシング内に収容する等）が望ましい。
　なお、上記ブレーキとしては、モータの回転を停止させた上で、ブレーキパッドにより
機械的にモータの回転軸を停止させる、或いは、係止ピンにてケーシング２に対して横位
置を固定する等して機械的に停止させる構成を採用することも可能である。
【００５０】
（ニ）上記第１及び第２実施形態では、横梁復帰制御として、上昇移動用駆動手段５によ
る横梁部材４の上下方向位置保持を解除して、横梁部材４をその自重によりケーシング２
の最下部に移動させる構成としたが、このような構成に限定されるものではない。例えば
、上記別実施形態（ロ）のように巻上機を使用する構成とした場合、巻き上げドラムを回
転させる縦送りモータを逆回転させることによって、横梁部材４をケーシング２の最下部
に移動させることも可能である。また、巻き上げドラムの回転制止を解除して、第１及び
第２実施形態同様に横梁部材４をその自重によって下方移動させることも可能である。
【００５１】
（ホ）上記第１及び第２実施形態では、吸引ノズル６を起点から集塵フィルタ３の右端を
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経て当該起点に戻り、当該起点から左端を経て当該起点に戻るように横梁部材４に沿って
左右移動するように構成したが、集塵フィルタ３の左端を経て当該起点に戻り、当該起点
から右端を経て当該起点に戻るように構成してもよく、また、上昇移動前の吸引ノズル６
の吸引領域の上端と上昇移動後の吸引ノズル６の吸引領域の下端とが同一の位置になるよ
うに構成することも可能である。
【００５２】
（ヘ）上記第１及び第２実施形態では、縦送りモータ５０に、電磁ブレーキ付の電動機を
備える構成としたが、このような電磁ブレーキ付の電動機に代えてステッピングモータを
用いることも可能である。この場合には、横梁部材４を上下方向位置保持させるときには
励磁状態を保持しておき、上下方向位置保持を解除して横梁部材４を下降させるときには
、供給する電流を停止し、励磁状態を解除するように構成することができる。また、この
ステッピングモータに回生制動機能が付随している場合には、回生制動力にて横梁部材４
の下方移動を制限するように構成することも可能である。
【００５３】
（ト）上記第１実施形態では、昇降移動用チェーン伝動機構１０および１０’の昇降用ロ
ーラチェーン５３，５３’が、また、上記第２実施形態では昇降移動用チェーン伝動機構
１０の昇降用ローラチェーン５３が、一方向に周回運動されるように構成した。しかしな
がら、このような構成に限定されるものではなく、例えば、横梁部材４が集塵フィルタ３
の最上部に達するまで上昇移動した後、横梁復帰制御を実行する際には、一方向に周回運
動していた昇降用ローラチェーン５３と５３’、又は昇降用ローラチェーン５３を、逆方
向に周回運動するようにしてもよい。また、このような構成とする場合には、昇降用ロー
ラチェーン５３と５３’とは周回運動をせず、吸引除去制御において縦送りモータ５０に
て横梁部材４を集塵フィルタ３の最下部から最上部まで上昇移動させる状態と、横梁復帰
制御において横梁部材４の自重で横梁部材４が集塵フィルタ３の最上部から最下部まで下
降移動する状態との間で、昇降用ローラチェーン５３，５３’が往復運動のみをするよう
に構成することも可能である。
【００５４】
（チ）上記第２実施形態では、カウンターウェイト機構１２としてカウンターウェイトチ
ェーン５８とスプロケット５６を用いる構成としたが、このような構成に限定されるもの
ではなく、例えば、カウンターウェイトチェーン５８に代えてワイヤロープ等を使用し、
スプロケット５６に代えてケーシング２の上部に回転自在に固定したプーリを備え、この
プーリにワイヤロープ等を巻き掛けるように構成することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明は、装置を信頼性の高いものとするとともに、合理的で無駄のないクリーニング
を自動的に行えるエアフィルタ装置として有用に利用可能である。
【符号の説明】
【００５６】
１　　　　　　集塵フィルタ再生式エアフィルタ装置（エアフィルタ装置）
２　　　　　　ケーシング
３　　　　　　集塵フィルタ
４　　　　　　横梁部材
５　　　　　　上昇移動用駆動手段
６　　　　　　吸引ノズル
７　　　　　　左右移動用駆動手段
９　　　　　　左右間チェーン伝動機構（上昇移動用駆動手段）
１０，１０’　昇降移動用チェーン伝動機構（上昇移動用駆動手段）
１１　　　　　左右移動用チェーン伝動機構（左右移動用駆動手段）
１２　　　　　カウンターウェイト機構
５０　　　　　縦送りモータ（上昇移動用駆動手段）
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５３，５３’　昇降用ローラチェーン
７０　　　　　横送りモータ（左右移動用駆動手段）
７３　　　　　左右移動用ローラチェーン
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